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【図 Ⅰ 】地域包括支援センター（概要）

総合相談機能の強化

○ 地域住民が気軽に相談できる身近な総合相談窓口として、地域包括支援センタ

ーが最大限活用されるよう、その役割を広く周知するとともに、高齢者のニー

ズに応じた適切なサービスが円滑かつ迅速に受けられるよう、地域包括支援セ

ンターのワンストップ相談機能の充実を図ります。

○ 地域共生社会の実現に向けて、地域包括支援センターにおいて、高齢者、障害

者、子どもなどの複合化した課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連

絡調整等を行う包括的な支援体制づくりを支援します。

コーディネート機能の強化

○ 地域のネットワークを活用し、高齢者のニーズに応じた適切なサービスが、

切れ目なく提供できるよう、地域包括ケアシステムの中核的な役割を担う地域

包括支援センターが持つコーディネート機能の強化を図ります。

○ 個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実

現するため、具体的な事例検討や社会資源の活用等に関する研修を実施し、職

員の対応力の向上を図ります。

行政機関、保健所、医療機関、児童
相談所など必要なサービスにつなぐ

・日常的個別指導・相談
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのｹｱﾏﾈｼﾞｬｰのﾈｯﾄﾜｰｸの構築

 主治医 ケアマネジャー

・センターの運営支援、評価 ・中立性の確保
・地域支援のネットワーク化 ・人材確保支援

⇒

他職種協働・連携の実現

主治医

市町ごとに設置
（市町が事務局）

被 保 険 者

総合相談・支援事業

虐待防止・早期発見、権利擁護

多面的 制度横断的 支援の展開

虐待防止 介護サービス

ヘルスサービス

ボランティア

医療サービス 成年後見制度

介護相談員 地域権利擁護 民生委員包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援事業

ケアチーム

連携

介護予防ケアマネジメント事業 予
防
給
付
・
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護
予
防
事
業

地域包括支援センター
運営協議会

利用者、被保険者 老人クラブ等

ＮＰＯ等の
地域サービス
の関係者

権利擁護・相談を担う関係者

地域医師会、福祉関係
団体、介護支援専門員
等の職能団体

介護保険サービスの関係者

包括的支援事業の円滑な実
施、センターの中立性・公
正性の確保の観点から、地
域の実情を踏まえ、選定。

社会福祉士

保健師ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

長
期
継
続
ケ
ア
マ
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ジ
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ン
ト

・アセスメントの実施
↓

・プランの策定
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

居宅介護支援
事業所

主任

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

チームアプローチ
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